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船舶事故調査報告書 

 

平成２５年８月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年５月２日（木）  ０９時１０分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市二ツ岳鼻南東方沖 

 長崎市所在の茂木
も ぎ

港沖防波堤東灯台から真方位２１４°７,５００

ｍ付近 

（概位 北緯３２°３８.６′ 東経１２９°５２.５′） 

事故調査の経過 平成２５年５月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 念力
ねんりき

丸、４.２トン 

ＮＳ３－４８９４１（漁船登録番号）、個人所有 

１０.９２ｍ（Lr）×２.６２ｍ×０.８１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５９年７月２７日 

Ｂ モーターボート みうら、０.３トン    

   ２９２－４８３６３長崎、個人所有 

   ３.８０ｍ（Lr）×１.５４ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関（船外機）、１１.００kＷ、昭和５８年５月           

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録 日 昭和５０年７月１１日 

    免許証交付日 平成２２年３月２日 

            （平成２８年２月２７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ８１歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録 日 平成８年３月２８日 

    免許証交付日 平成２２年１１月１８日 

           （平成２８年３月２７日まで有効）    

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 死亡 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 両舷船首部及び船首船底部に擦過傷 

Ｂ 全損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、操舵室天井窓から頭部を出して
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見張りに当たり、長崎市長崎半島南岸沿いを約１２ノット（kn）の速

力で手動操舵によって南西進した。 

船長Ａは、衝突の約２～３分前、横揺れを感じ始め、また、腰に疲

労を覚えたので、操舵室内に移動し、速力を約１５kn に増速した平成

２５年５月２日０９時１０分ごろ、二ツ岳鼻南東方沖において、Ａ船

の船首部とＢ船とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、二ツ岳鼻南東方沖において、Ｂ

船とＡ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、衝突音及びかすかに「おーい」と言う人の声が聞こえた

ので、機関の回転を下げ、クラッチを中立にして後部甲板へ行き、後

ろを見たところ、約２０～３０ｍ離れた場所に船体の後部が沈み、半

沈没状態となったＢ船及びＢ船の右舷につかまっている船長Ｂを認め

た。 

船長Ａは、反転してＢ船に接近し、船長Ｂに向かって「つかまりな

さい」と声を掛けてロープを投げるとともに、海に飛び込み、船長Ｂ

をＢ船上に押し上げて救助しようとしたものの、２人は、流されてＢ

船から遠ざかり、離れ離れになった。 

船長Ａは、意識がもうろうとしながら、漂流していたところ、付近

の岩場に打ち上げられ、その後、海岸に見えた人に向かって手を振

り、救助を求めた。 

船長Ａは、海上保安部の要請により、来援した長崎県水難救済会所

属の救難艇に１１時４１分ごろ救助された。 

船長Ｂは、１２時４０分ごろ本事故発生場所付近で漂流していると

ころを巡視艇に救助されて茂木港に向かい、救急車で病院へ搬送さ

れ、死亡が確認された。 

船長Ｂの死因は、溺水であった。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北西、風速 約５m/s、視界 良好 

海象：波向 北北西、波高 約５０cm  

 その他の事項 

 

 船長Ａは、航行中、左舷方沖に数隻の漁船を認めただけであった。 

船長Ａは、航行方向に他船を認めなかったので、注意力が散漫にな

っていた。 

船長Ａ及び船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

船長Ａは、本事故後、持病の腰痛が悪化して数日間入院した。 

Ａ船は、機関整備後の試運転中であった。 

Ａ船は、レーダーがなかった。 

船長Ｂは、家族に釣りに行くと話して家を出た。 

海上保安庁への岩場に孤立者がいるとの通報時刻は、１０時２２分

ごろであった。 

Ａ船が約１５kn の速力で航走したときの船首浮上の状況は、船長Ａ

が操舵室に立った状態でへさきから約１ｍ手前付近に水平線が見え、
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そのときの船首方の死角は、船首の正面から両舷側にそれぞれ約９°

であった。 

海図Ｗ１９７によれば、本事故発生場所の北西方１２０ｍ付近に水

上岩があり、海岸からの距離は約８０ｍである。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ船は、二ツ岳鼻南東方沖を南西進中、船長Ａが、見張りを適切に

行っていなかったことから、Ｂ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

 Ｂ船は、二ツ岳鼻南東方沖において、Ａ船と衝突した可能性がある

と考えられる。 

 船長Ｂの死因は、溺水であった。 

 船長Ｂは、死亡したため、Ｂ船の運航状況を明らかにすることはで

きなかった。 

船長Ｂは、衝突時に落水し、漂流していたことから、溺水したもの

と考えられるが、溺水に至った状況を明らかにすることはできなかっ

た。 

原因 本事故は、二ツ岳鼻南東方沖において、Ａ船が南西進中、Ａ船とＢ

船とが衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・周囲の見張りを適切に行うこと。 

 

 


